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　本計画は、老人福祉法第 20 条の８に基づく「市町村老人福祉計画」及び介護保険
法第 117 条に基づく「市町村介護保険事業計画」を一体的に策定したものであり、
本市における高齢者保健福祉施策の総合的指針として位置づけられるものです。
　また、上位計画の「第２次久喜市総合振興計画」及び「第３次久喜市地域福祉計画・
地域福祉活動計画」をはじめとする他計画との整合性を図り策定しています。
　「介護保険事業計画」は３年ごとに見直しを行うこととなっています。したがって、
今回策定する「第９期介護保険事業計画」は、令和６（2024）年度から令和８
（2026）年度を計画期間とします。



久喜市の現状
本市においては、これまで 15万人を超える人口規模で推移してきましたが、令和７（2025）
年以降は人口減少が加速していくことが見込まれています。

年齢５区分別人口の推移と推計では、平成 27（2015）年から要介護リスクの高い 75歳以上人口の急激
な増加が見られ、令和 12（2030）年には 30,000 人を超えることが見込まれています。

年齢５区分別人口の推移と推計
単位：人

資料：総務省「国勢調査」（令和２（2020）年以前）
　　　国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計）」（令和７（2025）年以降）
※　年齢不詳を除外しているため、総人口と年齢区分別人口の和が一致しないことがあります。

要支援・要介護認定者数と介護総給付費の推移と推計
単位：人、千円

� 資料：厚生労働省　地域包括ケア「見える化」システム
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基本理念
本計画では、第８期計画の考え方を継承しつつ、地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進を図るため、

「高齢者が　いつまでも　住み慣れた地域で　健
けん
幸
こう
で　安心して　暮らせるまち」を基本理念とします。

高齢者が　いつまでも　住み慣れた地域で　

健
けん
幸
こう
で　安心して　暮らせるまち

■  地域包括ケアシステムの深化・推進

介護保険制度は３年ごとに大きな見直しが行われています。第６期計画以降の市町村介護保険事業計画は
「地域包括ケア計画」として位置づけられるものであり、団塊の世代が全員 75歳以上となる令和７（2025）
年に向けて、住まい・医療・介護・介護予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の
段階的な構築と深化・推進を図っています。

地域包括ケアシステムのイメージ
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施策体系
本計画で定める計画期間においては、以下の施策体系にしたがって取り組みを実施します。

施策体系
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理念 基本目標

地域の包括支援体制を整える

健康でいきいきとした
暮らしを支える

安心・安全で誰もが
住みやすいまちをつくる

介護サービスを確保し、住み
慣れた地域での暮らしを守る

施策の方向性

1

2

3

4

1 地域ケア会議の推進

2 地域包括支援センターの体制強化

3 地域における支え合い活動の推進

4 在宅医療・介護連携の推進

5 認知症高齢者・家族等への支援と
普及啓発

1 生きがいづくりの推進と就労支援

2 社会参加活動の支援

3 健康長寿のための健康づくりの推進

4 高齢者福祉サービスの充実

1 高齢者の権利擁護・虐待防止

2 災害対策・単身高齢者等対策の推進

3 感染症に対する備え

4 高齢者にやさしいまちづくり

1 介護保険施設・サービスの充実

2 地域支援事業の充実

3 自立支援・重度化防止等に向けた
取り組み

4 介護保険サービスの質の確保と
向上・人材の確保と育成

5 高齢者の居住安定に係る施策との連携
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施策の展開
基本目標１　地域の包括支援体制を整える
１　地域ケア会議の推進

地域ケア会議の開催を通じて、医療・介護の多様な職種、機関との連携協働による地域
支援ネットワークの構築や地域課題解決のための検討につなげていく体制の整備を進めま
す。

２　地域包括支援センターの体制強化

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、医療・保健・福祉等の関係機関との連携を図りな
がら、包括的・継続的なマネジメントを行うとともに、高齢者や家族が抱える悩みや問題に対して総合
的に支援するため、体制の強化を図ります。

地域包括支援センター

３　地域における支え合い活動の推進

高齢者が身近な地域でいきいきと暮らせるよう、地域住民や高齢者自身の活動によっ
て高齢者の生活を支え合える仕組みを推進します。

４　在宅医療・介護連携の推進

関係機関等と連携して、在宅医療の充実と医療・介護間の円滑な連携
ができるよう、情報共有の支援、地域住民への普及啓発を実施します。

54 

第３節 日常生活圏域の設定 

（１）日常生活圏域の考え方 

日常生活圏域とは、高齢者が地域において安心して日常生活を営むことができ

るようにするために、地理的条件、人口、交通事情その他社会的条件、介護給付等

対象サービスを提供するための施設の整備状況その他の条件を総合的に勘案して

定める圏域です。これは市町村が高齢者福祉施策や介護保険事業という公的サー

ビスの提供を展開していく区域です。本市の日常生活圏域は、第８期計画と同様、

久喜西地区、久喜東地区、菖蒲地区、栗橋地区、鷲宮地区の５圏域を設定し、地域

のニーズに合った適切なサービスの提供に努めます。 

図表 久喜市の日常生活圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗橋地区 

菖蒲地区 

鷲宮地区 

久喜西地区 

※JR宇都宮線の西側。県道さいたま栗橋線、

県道幸手久喜線、JR 宇都宮線、鷲宮地区

に囲まれた地区は除く。 

久喜東地区 

※JR宇都宮線の東側。県道さいたま栗橋線、

県道幸手久喜線、JR 宇都宮線、鷲宮地区

に囲まれた地区を含む。 

※北青柳・下早見  ⇒久喜西地区 

※太田袋・古久喜・野久喜 ⇒久喜東地区 

栗橋地域包括支援センター 

久喜東地域包括支援センター 

鷲宮地域包括支援センター 

菖蒲地域包括支援センター 

久喜中央地域包括支援センター 
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５　認知症高齢者・家族等への支援と普及啓発

「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の成立を踏まえ、国や県の動向に合わせた認知症施
策の推進を図ります。認知症になっても地域で自分らしく暮らせる社会を目指し、認知症高齢者・家族
のための相談・支援体制の強化や地域での見守り体制の構築、通いの場の拡充、社会への普及啓発に取
り組みます。
また、高齢者福祉部門と障がい者福祉部門との適切な連携による切れ目のない支援を行うとともに、
若年性認知症への支援や社会参加支援のほか、教育等他の分野とも連携した取り組みを進めます。

基本目標２　健康でいきいきとした暮らしを支える
１　生きがいづくりの推進と就労支援

高齢者のスポーツ・レクリエーション活動や学習活動・ボランティア活動などを進める
とともに、関係機関と連携し、就労意欲のある高齢者の就労支援に努めます。

２　社会参加活動の支援

高齢者が活動的で生きがいに満ちた生活が送れるよう、彩愛クラブ（老人クラブ）や地域住民とのふ
れあい活動、市内の小・中学校の児童・生徒との世代間交流などを推進します。

３　健康長寿のための健康づくりの推進

介護予防に関する知識の普及啓発や介護予防・日常生活支援総合事業を実施します。高齢期における
健康づくりについて「第３次久喜市健康増進・食育推進計画　第２次久喜市自殺対策計画」等、関係施
策との連携を図ります。

４　高齢者福祉サービスの充実

ひとり暮らしの高齢者などの自立支援や要介護状態への進行を防ぐためのサービス又は在宅で寝たき
りなどの要介護者の生活支援のためのサービスを充実します。

５　高齢者の居住安定に係る施策との連携

地域で尊厳のある生活を実現するため、高齢者それぞれの状況にあった必要なサービス
が提供されるよう、医療・介護の提供体制の整備について住宅や居住に係る施策との連携
を図ります。

基本目標３　安心・安全で誰もが住みやすいまちをつくる
１　高齢者の権利擁護・虐待防止

高齢者虐待の防止及び養護者に対する支援を行うため、地域包括支援センターを中心に相談・支援体
制を強化するとともに、関係機関や介護サービス提供事業所等と連携し、高齢者虐待等の早期発見に努
めます。

また、関係機関と連携し、成年後見制度の利用促進や防犯・消費者トラブル等の相談体
制の充実を図ります。

重
点

重
点

重
点
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２　災害対策・単身高齢者等対策の推進

災害の発生や感染症の流行に備え、高齢者など要援護者の被害が最小限となるよう、地
域の関係機関等と連携して支援対策の充実を図ります。
また、ひとり暮らしの高齢者などが地域で安心して生活できるよう、各種の高齢者福祉
サービスや地域の見守り体制の充実を図ります。

３　感染症に対する備え

感染症発生時においても介護保険サービス提供事業所等がサービスを継続できるよう、関係機関と連
携し、支援体制を整備します。

４　高齢者にやさしいまちづくり

バリアフリー、ユニバーサルデザインに配慮した公共施設の整備等に努めます。
また、各種公共交通の利便性向上について、関係機関と連携しながら、高齢者が外出しやすいまちづ
くりに努めます。

基本目標４　  介護サービスを確保し、住み慣れた地域での 
暮らしを守る

１　介護保険施設・サービスの充実

これまでの利用実績を踏まえ、需要に応じた介護保険施設等の整備目標を定め、介護保険サービスを
提供します。

２　地域支援事業の充実

地域で生活する高齢者が、要支援・要介護状態にならないように介護予防を推進し、要介護状態等になっ
た場合においても、その軽減や悪化防止を図ります。
また、地域において自立した日常生活を営むことができるよう、本市が実施主体となり要介護者やそ
の家族を支援する事業に取り組みます。

３　自立支援・重度化防止等に向けた取り組み

ケアマネジャーや介護保険サービス提供事業所等による利用者への適切な介護予防ケアマネジメント
の提供や住民主体の介護予防事業を支援します。
また、高齢者が本人の状態に応じて必要なリハビリテーションが利用できるよう取り組みます。

４　介護保険サービスの質の確保と向上・人材の確保と育成

質の高い介護保険サービスの提供及び適正な運営が図られるよう、介護保険サービス提供事業所等へ
の指導監督を行います。
また、利用者への積極的な情報提供に努めます。
人材の確保については、少子高齢化の加速を見据え、介護職員の処遇改善、人材の確保・育成の支援
等に取り組みます。

重
点

重
点
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介護保険料
第９期計画期間における介護保険料の段階設定は第８期計画から引き続き 15段階とし、
各段階を次のとおり設定します。

段階
第９期計画期間【 令和６（2024）年度～令和８（2026）年度 】

対象者 保険料率 介護保険料
（年額）

第１段階

・�生活保護受給者の人
・�老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の人
・���世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金
額の合計が 80万円以下の人

0.285 18,300 円

第２段階 ・���世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金
額の合計が 80万円超 120万円以下の人 0.4 25,700 円

第３段階 ・���世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金
額の合計が 120万円超の人 0.65 41,700 円

第４段階 ・���世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下の人 0.8 51,400 円

第５段階
（基準段階）

・���世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円超の人 1.0 64,200 円

第６段階 ・�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 125万円未満の人 1.15 73,800 円

第７段階 ・���本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 125 万円以上 200
万円未満の人 1.35 86,700 円

第８段階 ・���本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 200 万円以上 300
万円未満の人 1.55 99,600 円

第９段階 ・���本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 300 万円以上 400
万円未満の人 1.7 109,200 円

第 10 段階 ・���本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 400 万円以上 500
万円未満の人 1.8 115,600 円

第 11 段階 ・���本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 500 万円以上 600
万円未満の人 1.9 122,000 円

第 12 段階 ・���本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 600 万円以上 800
万円未満の人 2.0 128,500 円

第 13 段階 ・���本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 800万円以上 1,000
万円未満の人 2.1 134,900 円

第 14 段階 ・���本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 1,000 万円以上
1,500 万円未満の人 2.3 147,700 円

第 15 段階 ・���本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上の人 2.5 160,600 円
※１　第１段階から第３段階は、公費投入後の保険料率を表示しています。
※２　介護保険料（年額）＝介護保険料基準額（月額）5,355 円×各所得段階の保険料率× 12か月（100円未満の端数切捨て）

発行 久喜市 　編集 久喜市福祉部介護保険課
〒 346-8501�埼玉県久喜市下早見 85番地の３

TEL　0480-22-1111（代）　　　FAX　0480-22-3319　　Ｅメールアドレス　kaigohoken@city.kuki.lg.jp
この印刷物は 600部作成し、１部あたりの単価は約 200円です。
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